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衆
議
院
議
員
金
田
誠
一
君
提
出
武
力
攻
撃
事
態
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

武
力
攻
撃
事
態
に
お
け
る
我
が
国
の
平
和
と
独
立
並
び
に
国
及
び
国
民
の
安
全
の
確
保
に
関
す
る
法
律
案
（
以
下
「
武
力

攻
撃
事
態
対
処
法
案
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
二
号
の
「
武
力
攻
撃
事
態
」
と
は
、
我
が
国
に
対
す
る
外
部
か
ら
の
武
力
攻

撃
（
武
力
攻
撃
の
お
そ
れ
の
あ
る
場
合
を
含
む
。
）
が
発
生
し
た
事
態
又
は
事
態
が
緊
迫
し
、
武
力
攻
撃
が
予
測
さ
れ
る
に

至
っ
た
事
態
を
い
う
。

こ
れ
に
対
し
て
、
一
の
�
か
ら
�
ま
で
及
び
１０
か
ら
１２
ま
で
で
お
尋
ね
の
そ
れ
ぞ
れ
の
用
語
の
意
味
は
、
「
「
戦
争
」
、

「
紛
争
」
、
「
武
力
の
行
使
」
等
の
違
い
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書
」
（
平
成
十
四
年
二
月
五
日
内
閣
衆
質
一
五
三

第
二
七
号
。
以
下
「
前
回
答
弁
書
」
と
い
う
。
）
の
二
に
つ
い
て
、
三
の
�
に
つ
い
て
、
三
の
�
及
び
�
に
つ
い
て
、
三
の

�
及
び
�
に
つ
い
て
、
三
の
�
に
つ
い
て
、
三
の
�
に
つ
い
て
、
四
の
�
、
�
及
び
�
に
つ
い
て
で
お
答
え
し
た
と
お
り
で

あ
り
、
一
の
	
及
び
１３
か
ら
１６
ま
で
で
お
尋
ね
の
そ
れ
ぞ
れ
の
用
語
の
意
味
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

自
衛
隊
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十
五
号
）
第
七
十
八
条
の
「
緊
急
事
態
」
と
は
、
間
接
侵
略
等
の
発
生
に
よ

り
、
治
安
維
持
上
差
し
迫
っ
た
危
険
が
存
す
る
事
態
で
あ
り
、
同
法
第
百
条
の
八
の
「
緊
急
事
態
」
と
は
、
外
国
に
お
い
て

一



災
害
、
騒
乱
等
の
発
生
に
よ
り
治
安
や
秩
序
が
乱
れ
、
人
の
生
命
又
は
身
体
に
対
し
て
差
し
迫
っ
た
危
険
が
存
す
る
事
態
を

い
う
と
考
え
る
。

自
衛
隊
法
第
七
十
六
条
の
「
武
力
攻
撃
」
と
は
、
一
般
に
、
我
が
国
に
対
す
る
組
織
的
計
画
的
な
武
力
の
行
使
を
い
う
と

考
え
る
。

平
成
九
年
九
月
二
十
三
日
に
日
米
安
全
保
障
協
議
委
員
会
に
お
い
て
了
承
さ
れ
た
日
米
防
衛
協
力
の
た
め
の
指
針
（
以
下

「
指
針
」
と
い
う
。
）
「
�
�
指
針
の
目
的
」
の
「
周
辺
事
態
」
及
び
周
辺
事
態
に
際
し
て
我
が
国
の
平
和
及
び
安
全
を
確

保
す
る
た
め
の
措
置
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
六
十
号
。
以
下
「
周
辺
事
態
安
全
確
保
法
」
と
い
う
。
）
第
一

条
の
「
周
辺
事
態
」
と
は
、
我
が
国
周
辺
の
地
域
に
お
け
る
我
が
国
の
平
和
及
び
安
全
に
重
要
な
影
響
を
与
え
る
事
態
を
い

う
と
考
え
る
。

指
針
「
�
�
指
針
の
目
的
」
の
「
緊
急
事
態
」
と
は
、
指
針
「
�
�
日
本
に
対
す
る
武
力
攻
撃
に
際
し
て
の
対
処
行
動

等
」
を
と
る
事
態
及
び
「
�
�
日
本
周
辺
地
域
に
お
け
る
事
態
で
日
本
の
平
和
と
安
全
に
重
要
な
影
響
を
与
え
る
場
合
（
周

辺
事
態
）
の
協
力
」
を
行
う
事
態
を
い
う
と
考
え
る
。

二
に
つ
い
て

二



武
力
攻
撃
事
態
対
処
法
案
第
三
条
第
三
項
の
「
武
力
の
行
使
」
及
び
自
衛
隊
法
第
八
十
八
条
第
一
項
に
基
づ
い
て
「
必
要

な
武
力
を
行
使
す
る
こ
と
」
は
、
基
本
的
に
は
国
家
の
物
的
・
人
的
組
織
体
に
よ
る
国
際
的
な
武
力
紛
争
の
一
環
と
し
て
の

戦
闘
行
為
を
い
う
と
考
え
る
が
、
憲
法
第
九
条
の
下
に
お
い
て
認
め
ら
れ
る
自
衛
権
の
発
動
と
し
て
の
も
の
に
限
ら
れ
る
。

他
方
、
二
の
�
か
ら
�
ま
で
及
び
�
で
お
尋
ね
の
そ
れ
ぞ
れ
の
用
語
の
意
味
は
、
前
回
答
弁
書
の
四
の
�
に
つ
い
て
、
四

の
�
及
び
�
に
つ
い
て
、
四
の
�
に
つ
い
て
で
お
答
え
し
た
と
お
り
で
あ
る
。

ま
た
、
周
辺
事
態
安
全
確
保
法
第
二
条
第
二
項
の
「
武
力
の
行
使
」
と
は
、
基
本
的
に
は
国
家
の
物
的
・
人
的
組
織
体
に

よ
る
国
際
的
な
武
力
紛
争
の
一
環
と
し
て
の
戦
闘
行
為
を
い
う
と
考
え
る
。

三
及
び
四
に
つ
い
て

憲
法
第
九
条
の
下
に
お
い
て
認
め
ら
れ
る
自
衛
権
の
発
動
と
し
て
の
武
力
の
行
使
に
つ
い
て
は
、
政
府
は
、
従
来
か
ら
、

第
一
に
、
我
が
国
に
対
す
る
急
迫
不
正
の
侵
害
が
あ
る
こ
と
、
第
二
に
、
こ
れ
を
排
除
す
る
た
め
に
他
の
適
当
な
手
段
が
な

い
こ
と
、
第
三
に
、
必
要
最
小
限
度
の
実
力
行
使
に
と
ど
ま
る
べ
き
こ
と
、
と
い
う
三
要
件
に
該
当
す
る
場
合
に
限
ら
れ
る

と
解
し
て
い
る
。
自
衛
隊
法
第
七
十
六
条
の
規
定
に
基
づ
き
出
動
を
命
ぜ
ら
れ
た
自
衛
隊
は
、
同
法
第
八
十
八
条
の
規
定
に

基
づ
き
、
我
が
国
を
防
衛
す
る
た
め
、
必
要
な
武
力
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
こ
の
武
力
の
行
使
は
、
自
衛
権
発
動

三



の
三
要
件
に
該
当
す
る
場
合
に
限
ら
れ
て
お
り
、
こ
の
こ
と
は
、
武
力
攻
撃
事
態
対
処
法
案
の
「
武
力
攻
撃
事
態
」
に
該
当

す
る
事
態
で
あ
っ
て
も
、
同
様
で
あ
る
。

他
方
、
自
衛
隊
法
第
七
十
六
条
の
規
定
に
基
づ
く
防
衛
出
動
は
、
内
閣
総
理
大
臣
が
、
外
部
か
ら
の
武
力
攻
撃
（
外
部
か

ら
の
武
力
攻
撃
の
お
そ
れ
の
あ
る
場
合
を
含
む
。
）
に
際
し
て
、
我
が
国
を
防
衛
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
に

命
ず
る
も
の
で
あ
り
、
自
衛
権
発
動
の
三
要
件
に
該
当
す
る
場
合
に
限
ら
れ
な
い
。

五
に
つ
い
て

お
尋
ね
に
関
し
て
は
、
政
府
は
、
法
制
化
を
目
指
し
た
検
討
を
開
始
す
る
よ
う
政
府
に
要
請
す
る
と
の
一
昨
年
の
与
党
の

考
え
方
を
十
分
に
受
け
止
め
、
検
討
を
進
め
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
去
る
二
月
四
日
の
施
政
方
針
演
説
を
受
け

て
、
今
般
、
武
力
攻
撃
事
態
と
い
う
国
及
び
国
民
の
安
全
に
と
っ
て
最
も
緊
急
か
つ
重
大
な
事
態
へ
の
対
応
を
中
心
に
、
国

全
体
と
し
て
の
基
本
的
な
危
機
管
理
態
勢
の
整
備
を
図
る
た
め
、
安
全
保
障
会
議
設
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
、
武

力
攻
撃
事
態
対
処
法
案
及
び
自
衛
隊
法
及
び
防
衛
庁
の
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
を
国
会

に
提
出
し
た
も
の
で
あ
る
。

六
に
つ
い
て

四



周
辺
事
態
安
全
確
保
法
第
三
条
及
び
平
成
十
三
年
九
月
十
一
日
の
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
お
い
て
発
生
し
た
テ
ロ
リ
ス
ト
に

よ
る
攻
撃
等
に
対
応
し
て
行
わ
れ
る
国
際
連
合
憲
章
の
目
的
達
成
の
た
め
の
諸
外
国
の
活
動
に
対
し
て
我
が
国
が
実
施
す
る

措
置
及
び
関
連
す
る
国
際
連
合
決
議
等
に
基
づ
く
人
道
的
措
置
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
十
三
年
法
律
第
百
十
三
号
）

第
二
条
第
三
項
の
「
戦
闘
行
為
」
と
は
、
国
際
的
な
武
力
紛
争
の
一
環
と
し
て
行
わ
れ
る
人
を
殺
傷
し
又
は
物
を
破
壊
す
る

行
為
を
い
う
。

他
方
、
お
尋
ね
の
そ
れ
ぞ
れ
の
用
語
の
意
味
は
、
二
に
つ
い
て
で
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。

七
に
つ
い
て

平
成
八
年
度
以
降
に
係
る
防
衛
計
画
の
大
綱
（
平
成
七
年
十
一
月
二
十
八
日
閣
議
決
定
）
の
「
�

我
が
国
の
安
全
保
障

と
防
衛
力
の
役
割
」
に
お
け
る
「
抑
止
」
と
は
、
我
が
国
に
対
す
る
外
部
か
ら
の
武
力
攻
撃
を
抑
え
と
ど
め
る
こ
と
を
い
う

と
考
え
る
。

他
方
、
憲
法
第
九
条
第
一
項
の
「
武
力
に
よ
る
威
嚇
」
と
は
、
現
実
に
は
ま
だ
武
力
を
行
使
し
な
い
が
、
自
国
の
主
張
、

要
求
を
入
れ
な
け
れ
ば
武
力
を
行
使
す
る
と
の
意
思
、
態
度
を
示
す
こ
と
に
よ
り
、
相
手
国
を
威
嚇
す
る
こ
と
を
い
う
と
考

え
る
。

五


